
令和８年度「企業のライフステージに応じた伴走支援事業」業務委託企画提案仕様書

１　委託業務名
企業のライフステージに応じた伴走支援事業業務委託

２　実施目的
創業計画等の事業計画に基づき事業を実施している小規模事業者に対して経営に関する専門家を派遣し、現状の把握、課題の整理、課題に対する助言及び助言の実行支援を実施し、小規模事業者の経営力の向上や倒産・廃業の防止を図る。

３　業務内容
本件受託事業者は、以下の業務を行うものとする。
※提出する企画提案書に、以下の各項目について実施方法を記載すること。

⑴　伴走支援員の確保、指導監督
伴走支援を円滑に実施するため、経営方法に関する専門的な知識と経験及び助言能力を持つ伴走支援員の確保、指導監督に努めるものとする。
また、適切な伴走支援の実施のため、得意分野、対象事業者の抱える問題点・課題等を踏まえ、県と協議した上で担当伴走支援員を選定するものとする。

⑵　ヒアリング、課題の抽出、助言の実施
　　対象事業者へのヒアリングを実施し、財務や事業の分析を通じて現状を把握し、経営に関する課題を明らかにする。抽出した課題を踏まえ、経営者と認識を共有しながら今後の方向性やその実現、課題解決のために取り組むべき事項について検討、助言を行う。
　　なお、ヒアリングにより抽出された課題に応じて、より得意分野・専門性の合致する伴走支援員を配置できる場合は、その伴走支援員に変更すること。

⑶　助言の実行支援
　　上記⑵で検討、助言を行った事項について、実現のために必要な支援を実施する。
　　特に、よろず支援拠点等の相談窓口において、経営不振が適正な価格転嫁ができていないことに起因するものであると認識できずに相談に来る事業者が多いことから、物価高騰の影響を受け、価格転嫁に苦慮し、従来どおりのビジネスでは事業継続すらできない厳しい状況にある事業者に対する原価計算等の助言実行支援を強化する。
　　また、再生期（成長鈍化・衰退期）の事業者については、信用保証協会や中小企業活性化協議会と連携し、経営改善計画等の計画達成率を高めるための助言実行支援を強化する。
　　
⑷　伴走支援報告書の作成
上記⑵、⑶で実施した内容をまとめた伴走支援報告書（別紙第1号様式）を作成し、支援事業者に提出及び説明を行う。

[bookmark: _Hlk192765294]⑸　経営者同士の交流会の開催
　　今後の事業拡大に関する先進事例の把握や経営者同士の交流による経営ノウハウの共有のため、各ライフステージにある経営者同士の交流会を実施する。

⑹　成果事例集の作成
本事業の伴走支援により課題の解決や経営改善等を達成した事業者の取組を体系化した成果事例集を作成する。単なる成果の紹介にとどまらず、課題克服のプロセスや成功に至るまでの具体的な手順を明らかにし、県内他事業者へ横展開が可能な汎用性の高いモデルとして提示する。

⑺　フォローアップ調査
　　下記の本事業及び前身事業において支援した事業者に対し、成果目標の達成状況等についてフォローアップ調査を行い、別紙様式①②にて県へ報告する。
　　・令和６年度　創業者等伴走型支援事業
　　・令和７年度　企業のライフステージに応じた伴走支援
　　・令和８年度　企業のライフステージに応じた伴走支援
　　また、フォローアップ調査の中で、国への報告に必要な財務情報（売上高、各種利益等）についても確認する。なお、次年度以降も財務情報の調査は実施するため、支援事業者にその旨ご理解いただくこと。


⑻　その他、本業務の実施に当たり必要とされる業務
　　本業務の実施に当たり、本契約の範囲で必要とされる業務を実施する。

４　対象事業者
⑴　創業期
ア　沖縄県融資制度（創業者支援貸付）、機械類貸与制度又は設備貸与制度を利用した小規模事業者
イ　概ね５年以内に創業した小規模事業者
⑵　再生期（成長鈍化・衰退期）
　ア　沖縄県融資制度（事業承継支援貸付または中小企業再生支援資金）を利用した小規模事業者
　イ　今後２～３年以内に事業承継を実施予定又は事業承継を実施した小規模事業者
ウ　経営改善計画など中小企業活性化協議会の支援を受けて策定した計画を実行中（実行予定）の小規模事業者
エ　過去に倒産や廃業を経験したものが経営する小規模事業者


５　成果報告
本事業の効果を検証するため、受託者は委託事業により得られた効果を収集し、その内容分析を行い、事業成果とあわせて報告書にまとめること。また、本事業に関して沖縄県の設定する成果目標の達成に努めること。

⑴　支援事業者数及び成果目標
①　実施件数：30者程度
１者あたりの派遣回数の目安は８回程度とするが、事業者の状況に応じ、県と協議の上、派遣回数を変更できるのもとする。

②　成果目標
　　ア　支援事業者のうち80％以上の事業者が、経営に関する課題を明確化し、その解決策の実行に着手していること。
　　イ　支援事業者のうち、50％以上の事業者の経常利益が２年後（R10年度）増加している。
　　※令和８度については、委託事業完了時までに支援を受けた決算期の数値は取得できないため、月次決算の数値等（月次経常利益の前年同月比での比較等）をもって指標の達成度を測る。

⑵　効果検証のための調査
支援した事業者のフォローアップ調査等の結果を踏まえた効果検証を行うこと。

⑶　成果報告
事業の実施結果、成果目標達成状況、事業の実施により気づいた課題の有無、今後求められる必要な対策等について記載した実績報告書及び、支援事業者に提出した伴走支援報告書の写しを沖縄県に納品すること。（Ａ４版縦フルカラー 紙で一部、電子データ）
提出期限：令和９年３月１日

６　委託期間
契約締結の日から令和９年２月28日まで

７　著作権の譲渡等
この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、以下に定めるとおりとする。
⑴　本件受託事業者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条の２（譲渡権）、第23条（公衆送信権等）、第26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する現著作者の権利）に規定する権利を沖縄県に無償で譲渡するものとする。
⑵　沖縄県は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号または第４号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
⑶　本件受託事業者は、沖縄県の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができない。

８　再委託の制限等
⑴　一括再委託の禁止等
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。また、以下の業務（以下、「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
	○　契約の主たる部分
・契約の50％を超える業務
・企画判断、管理運営などの統括的かつ根幹的な業務
・その他、県が契約の主たる部分と決定した業務



⑵　再委託の相手方の制限
指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。

⑶　再委託の範囲及び再委託の承認
本委託契約の履行にあたり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。下記以外の契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。

	○第三者に委任し、又は請け負わせることのできる業務範囲
・資料の収集・整理
・複写・印刷・製本
・原稿・データの入力及び集計
・その他単純作業的な業務であって、簡易かつ容易なもの



９　留意事項
本件受託事業者は、以下に留意し業務を遂行するものとする。
⑴　この業務において知り得た秘密を他に一切漏らしてはならないものとする。
⑵　成果品に本件受託事業者の誤りによる欠陥・訂正事項が発見された場合は、自己の負担において速やかに訂正し、提出するものとする。
⑶　この仕様書に疑義を生じた場合、あるいは記載のない事項については、沖縄県と協議して定めるものとする。
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